
お
く
や
み
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

杉並区

【おくやみコーナー】

区民の方が亡くなられた際に、杉並区役所内での主な手続きをご
案内します。ご利用を希望される場合は、電話にて事前予約をし
てください。※詳細はP.3をご確認ください。

予約電話：０３－５３０７－０８２５
予約受付： 午前９時から午後５時

（土日祝日・年末年始を除く）
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ご遺族の方へ

このたびのご不幸、謹んでお悔やみ申し上げます。
身近な人が亡くなられた後の手続きについては、亡くなられた方によって必要な手続きが異な
り、ご遺族さまの大きな負担となっております。
おくやみハンドブックに各手続きに必要な内容をまとめましたので、ご活用いただければ幸い
です。また、区役所に「おくやみコーナー」を設け、お手続きのご案内をしています。どうぞ、
ご利用ください。

ウェブやスマートフォンで、簡単な質問に答えるだけで区役所内で必要な
手続きが確認できる「杉並区　おくやみ手続きガイド」もご活用ください。
URL：https://ttzk.graffer.jp/city-suginami/okuyami?area=life-events
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死亡届を出された方へのご案内

死亡届により戸籍と住民票へ自動的に死亡の記載がされます。

　本籍や住所が杉並区でない方は、死亡届を提出されたことを杉並区役所から本籍地・住
所地へ連絡し各区市町村で処理されます。

　戸籍及び住民票について、あらためて手続きしていただく必要はありません。ただし、
亡くなられた方が世帯主で、次の世帯主を決めていただく必要がある場合は、届出が必要
となります。（杉並区に住所がある方には後日お知らせいたします。）

本籍が杉並区の方の戸籍全部（個人）事項証明書の交付について

　死亡届が提出されてから交付までおおむね１週間程度かかります。

　区役所または区民事務所の窓口にて交付いたします。お急ぎで交付を希望される場合は、
あらかじめご相談ください。

本籍が杉並区以外の方の戸籍全部（個人）事項証明書の交付について

　杉並区に死亡届が提出されてから、本籍地へ連絡するまでに一定程度（おおむね１週間
程）お時間がかかります。

　その後の交付までの期間については、本籍地の区市町村へお問い合わせください。

MEMO  
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おくやみコーナー〔予約制〕のご案内

「おくやみコーナー」は、区民の方が亡くなられた際に、杉並区役所内での主な手続きをご案
内する窓口です。ご利用を希望される場合は、電話にて事前予約をしてください。

おくやみコーナー予約専用ダイヤル

おくやみ手続きガイド

ウェブやスマートフォンで、簡単な質問に答えるだけで区役所内で
必要な手続きが確認できる「杉並区　おくやみ手続きガイド」も
ご活用ください。
URL：https://ttzk.graff er.jp/city-suginami/okuyami?area=life-events

MEMO  

電話 ０３−５３０７−０８２５

受付時間
午前９時から午後５時
※土日祝日・年末年始を除く

注意 ご利用をしたい日の３営業日前までにお電話ください。

利用できる方 亡くなられた方（杉並区民）のご遺族など

利用人数 １日４組（午前・午後２組ずつで、１組につき１時間程度です）

コーナー設置場所
杉並区役所　本庁舎２階　専用相談ブース

（東棟１階９番窓口で受付後、担当者がご案内します）
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身近な人が亡くなられた後の手続きなどの一般的な流れ（目安）

○�死亡届の提出 
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。死亡届に基づき、戸籍や住民票
に死亡が記載されますが、本籍地や住所地以外の役所へ死亡届を提出された場合、
戸籍や住民票への反映に時間がかかる場合があります。

○児童手当の手続き（30 ページ参照）

○世帯主変更の手続き（9 ページ参照）
○年金関係の手続き（15 ページ、37 ページ参照）

○遺言書や相続財産の確認
○相続放棄・限定承認

○亡くなられた方の所得税の準確定申告（40 ページ参照）

○相続税の申告・納付（40 ページ参照）

○葬祭費の申請（11 ページ、13 ページ参照）
○高額療養費の申立て申請（11 ページ、14 ページ参照）

各種届出・相談など

７
日
以
内

15
日
以
内

お
早
め
に

３
か
月
以
内

４
か
月
以
内

10
か
月
以
内

２
年
以
内

（39 ページ参照）

MEMO  
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

住
民
登
録

□ 世帯主が亡くなられた

P.9□ 印鑑登録をしていた

□ マイナンバーカード・通知カードを持っていた

保
険

□ 国民健康保険に加入していた（75 歳未満） P.10

□ 後期高齢者医療制度に加入していた（75 歳以上） P.13

年
金

□ 国民年金に加入、または受給していた

P.15

□ 国民年金に加入し、保険料を納めていたが、
受給する前に亡くなられた

税
金

□ 住民税（普通徴収）の未納分（納期限がまだきていない分を含む）が
ある P.16

□ 住民税が給与または公的年金から天引きされていた

P.17

□ 原動機付自転車（125cc 以下）・特定小型原動機付自転車・
小型特殊自動車・ミニカーを所有していた

介
護
保
険

□ 65 歳以上または 40 〜 64 歳で要介護・要支援認定を受けていた

P.18

□ 65 歳以上のみ

□

手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

福
祉
（
障
が
い
）

□ 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）を交付されていた

P.19

□ 精神障害者保健福祉手帳を交付されていた

□ 自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けていた P.20

□ 難病・ＢＣ肝炎、人工透析、小児慢性、東京都大気汚染などの
医療費助成制度の交付を受けていた P.21

□ 被爆者健康手帳の交付を受けていた P.22

□ 障害児福祉手当を受給していた

P.23

□ 特別障害者手当を受給していた

□ 特別児童扶養手当を受給していた P.24

□ 東京都重度心身障害者手当を受給していた P.25

□ 障害者に係る医療費助成（障・身）を受給していた

P.26

□ 心身障害者扶養共済制度を利用していた（扶養共済）

□ 心身障害者扶養年金制度を利用していた（扶養年金）

P.28

□ タクシー券を受給していた

高
齢
者

□ 介護用品支給・寝具洗濯乾燥・緊急通報システム・安心コール・
認知症高齢者探索システムなど、高齢者在宅サービスを利用していた P.29

□

手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

子
ど
も

□ 児童手当を受給していた

P.30

□ 児童扶養手当・児童育成手当を受給していた

□ 子ども医療費の医療証（マル乳・マル子・マル青）を交付されていた

P.31

□ ひとり親家庭等医療費（マル親）の医療証を交付されていた

□ 養育医療券を交付されていた

P.32□ 保育園に入園している児童がいる世帯

□ 区立子供園に入園している児童がいる世帯

□ 私立幼稚園に入園している児童がいる世帯

P.33

□ 国公立小中学校に在籍する児童生徒の保護者

そ
の
他

□ 区営住宅に住んでいた P.34

□ 空き家に関する相談

P.35

□ 空き家に係る譲渡所得の特別控除

□ 飲食店、理美容所、クリーニング業、診療所、薬局などの営業者

P.36

□ 犬（生後 91 日以上）を飼っている

□

手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

運
転
免
許
証
・
年
金
・
公
共
料
金
な
ど

□ 国民年金・厚生年金を受給または加入していた

P.37

□ 共済年金（現在は厚生年金）を受給または加入していた

□ 社会保険または協会けんぽに加入していた

□ 運転免許証

□ 自動車・軽二輪（125㏄超 250㏄以下）、小型二輪（250㏄超）

□ 軽自動車、ボートトレーラー

□ パスポート

□ 預貯金口座

□ 生命保険など

□ 損害保険など

□ 国税（相続税・確定申告など）

P.38

□ 不動産登記

□ 杉並区内の土地・家屋の固定資産税

□ クレジットカード

□ 固定電話、携帯電話

□ インターネット

□ 電気・ガス

□ ケーブルテレビ

□ NHK 受信料

□ 水道（上下水道）

□ シルバーパスを持っていた

□
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１．住民登録に関する手続き

手続き詳細 期　限

３人以上の世帯で、世帯主が亡くなられた場合、手続きが必要です。

２人以下の世帯で、世帯主が亡くなられた場合は、手続きは不要です。
速やかに

手続き可能な人

同世帯の方

必要なもの 問い合わせ先

□本人確認書類 区民課区民係
☎ 03-3312-2111（代）

世帯主変更届手続き

世帯主が亡くなられた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は死亡
日をもって失効します。

同時に、印鑑登録証（カード）は無効となりますので、返却または破
棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） 区民課区民係
☎ 03-3312-2111（代）

印鑑登録証（カード）の返却または破棄手続き

印鑑登録をしていた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口

手続き詳細 期　限

亡くなられた方のマイナンバーカードは死亡日をもって失効します。
カードを返却する必要はありません。亡くなられた後も税や保険などの
手続きでマイナンバーが必要になる場合があるので、そのまま保管し
てください。不要な場合は返納することもできます。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のマイナンバーカード・通知カード 区民課個人番号カード
交付担当
☎ 03-3312-2111（代）

カードの返却手続き

マイナンバーカード・通知カードを持っていた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口・郵送広
告
掲
載
事
業
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
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手
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２．国民健康保険に関する手続き（75 歳未満）

手続き詳細 期　限

死亡日の翌日で被保険者資格を自動的に喪失するため、手続きは不要
です。後日、資格確認書をお返しください。（郵送可）

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の杉並区国民健康保険資格確認書 国保年金課国保資格係
☎ 03-5307-0641

資格確認書の返却手続き①

国民健康保険に加入していた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

国民健康保険資格の喪失の手続きをしてください。 速やかに

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡届の写しや除かれた住民票（除票）など死亡日のわかる
書類

国保年金課国保資格係
☎ 03-5307-0641

杉並区の国民健康保険に加入していた
（施設入所など杉並区外に住民登録がある）

手続き②
区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口

MEMO  広
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２．国民健康保険に関する手続き（75 歳未満）

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができ
なくなった場合に申立て申請ができます。

※郵送による申請を希望される場合はお問い合わせください。

診療を受けた月の翌月の
1日から2年間

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

同世帯の配偶者が申請する場合

□ 申請者名義の金融機関口座がわかるもの

上記以外の場合

□ 申請者名義の金融機関口座がわかるもの

□ 戸籍謄本など（コピー可）

□ 申立書

□ 委任状（相続人が複数いる場合に必要です。）

国保年金課国保給付係
☎ 03-5307-0642

高額療養費の申立て申請手続き④
区民事務所での手続き

×

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、葬祭を行った方に葬祭費（70,000 円）
が支給されます。

※�葬祭を行った方が申請してください。葬祭を行った方（領収書の宛名）
以外の方が申請・受領される場合は委任状が必要です。

※郵送による申請を希望される場合はお問い合わせください。

※�お勤め先の健康保険などから国保に加入しその後３か月以内に亡く
なり、お勤め先の健康保険などから葬祭費が支給される場合には、
国保からは支給されません。

葬祭を行った日の翌日から
2年間

手続き可能な人

葬祭執行者

必要なもの 問い合わせ先

□亡くなられた方の資格情報がわかる書類（資格確認書、資格
情報のお知らせなど）

□葬儀代金の領収書の原本（確認後返却します。）

□申請者名義の金融機関口座がわかるもの

□申請者の印鑑（朱肉を使う認印・訂正時に必要です。）

□委任状（領収書の宛名が申請者と異なる場合に必要です。）

国保年金課国保給付係
☎ 03-5307-0642

葬祭費の申請手続き③
申請方法

窓口・郵送

申請方法

窓口・郵送

区民事務所での手続き

○
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２．国民健康保険に関する手続き（75 歳未満）

手続き詳細 期　限

保険料額通知書をお送りします。また、保険料の未納または還付に関
する書類をお送りする場合があります。亡くなられた方の住所以外（相
続人など）に送付を希望される場合は、お問い合わせください。

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

国保年金課国保資格係
☎ 03-5307-0641

保険料手続き⑤
申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

×

MEMO  
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３．後期高齢者医療制度に関する手続き（75 歳以上）

手続き詳細 期　限

死亡日の翌日で被保険者資格を自動的に喪失するため、手続きは不要
です。後日、資格確認書をお返しください。（郵送可）

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書 国保年金課
高齢者医療係
☎ 03-5307-0651

資格確認書の返却手続き①

後期高齢者医療制度に加入していた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、葬祭を行った方に葬祭費（70,000 円）
が支給されます。

※葬祭を行った方が申請してください。葬祭を行った方（領収書の宛名）
以外の方が申請・受領される場合は委任状が必要です。

※郵送による申請を希望される場合はお問い合わせください。

※本葬祭費に相当する他の給付を受けられる場合には、後期高齢者医
療制度からは支給されません。

葬祭を行った日の翌日から
2年間

手続き可能な人

葬祭執行者

必要なもの 問い合わせ先

□亡くなられた方の資格確認書（すでに返却済みの場合は不要。）

□葬儀代金の領収書の原本（確認後返却します。）

□申請者名義の金融機関口座がわかるもの

□申請者の印鑑（朱肉を使う認印・訂正時に必要です。）

□委任状（領収書の宛名が申請者と異なる場合に必要です。）

国保年金課
高齢者医療係
☎03-5307-0651

葬祭費の申請手続き②
申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

○

広
告
掲
載
事
業
者
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各
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３．後期高齢者医療制度に関する手続き（75 歳以上）

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができ
なくなった場合に申立て申請ができます。

※郵送による申請を希望される場合はお問い合わせください。

診療を受けた月の翌月の
1日から2年間

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

同世帯の配偶者が申請する場合

□ 申請者名義の金融機関口座がわかるもの

□ 委任状（申請または受領を委任する場合に必要です。）

上記以外の場合

□ 申請者名義の金融機関口座がわかるもの

□ 戸籍謄本など（コピー可）

□ 申立書

□ 委任状（相続人が複数いる場合に必要です。）

国保年金課
高齢者医療係
☎ 03-5307-0651

高額療養費の申立て申請手続き③
申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

×

手続き詳細 期　限

保険料額通知書をお送りします。また、保険料の未納または還付に関
する書類をお送りする場合があります。亡くなられた方の住所以外（相
続人など）に送付を希望される場合は、お問い合わせください。

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

国保年金課
高齢者医療係
☎ 03-5307-0651

保険料手続き④
申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

×

広
告
掲
載
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業
者
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４．年金に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺
族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。必要な手続
きについては、お問い合わせください。

※�受給していた年金が、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金、
寡婦年金、特別障害給付金のみの場合は、国民年金係へお問い合
わせください。

お問い合わせください。

手続き可能な人

お問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

□お問い合わせください。 国保年金課国民年金係
☎ 03-5307-0646
※手続き内容により、年

金事務所になる場合が
あります。

※国民年金・厚生年金・
共済年金を受給してい
た方は年金事務所・
共済組合にお問い合
わせください。 

（37 ページ参照）

必要な手続きの確認をしてください手続き

国民年金に加入、または受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口

国民年金に加入し、保険料を納めていたが、
受給する前に亡くなられた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の状況などにより必要な手続き・持ち物が異なりますの
で、来庁前に電話で国民年金係へお問い合わせください。

お問い合わせください。

手続き可能な人

お問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

□お問い合わせください。 国保年金課国民年金係
☎ 03-5307-0646

必要な手続きの確認をしてください手続き

区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口広
告
掲
載
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業
者
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５．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

納税義務は相続人に承継されます。

亡くなられた方に住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）が課税
されている場合、住民税の納付や還付に関する書類を相続人に送付さ
せていただくため、相続人のうち、どなたが相続人の代表者になられ
るのか「相続人代表者指定届」にて指定をお願いします。

※�相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを提
出してください。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべて
の方について提出をお願いします。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の納税通知書・納付書など（お持ちの場合） 納税第1・２担当係
☎ 03-5307-0634
納税第4担当係
☎ 03-5307-0636
納税課納税係
☎ 03-5307-0635

納付に係る手続き
相続人代表者指定届の提出

手続き

住民税（普通徴収）の未納分（納期限がまだきていない分を含む）がある

区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

MEMO  
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原動機付自転車（125cc 以下）・特定小型原動機付
自転車・小型特殊自動車・ミニカーを所有していた

５．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）が給与または公的年金
等所得から天引き（特別徴収）されていた方が亡くなられ、未徴収の
税額などがある場合、住民税の納税通知書や還付に関する書類を相続
人に送付させていただくため、相続人のうち、どなたが相続人の代表
者になられるのか「相続人代表者指定届」にて指定をお願いします。

※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを提
出してください。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべて
の方について提出をお願いします。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

課税課区民税係
☎ 03-5307-0632
☎ 03-5307-0633

相続人代表者指定届の提出手続き

住民税が給与または公的年金から天引きされていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

廃車手続きをしてください。ご親族の方が引き続き使用される場合も、
一旦廃車手続きをしていただく必要があります。

詳しくは、お問い合わせください。

亡くなられた日から
30日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書
□ 手続きを行う方の本人確認書類
□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など）
□ 相続人以外の方が手続きする場合、相続人からの廃車に関す

る委任状

課税課税務管理係
☎ 03-5307-0629

廃車の手続き手続き

申請方法

窓口・郵送

区民事務所での手続き

　○ ※�原動機付自
転車のみ
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６．介護保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

資格喪失の届出は不要です。介護保険被保険者証、介護保険負担割
合証を交付されていた場合は、ご返却ください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 介護保険被保険者証※ 1

□ 介護保険負担割合証※ 2 

（要介護・要支援認定を受けていた方）

※1�介護保険課 
資格保険料係 
☎03-5307-0654

※2�介護保険課給付係 
☎03-5307-0655

介護保険被保険者証などの返却手続き

65 歳以上または 40 〜 64 歳で要介護・要支援認定を受けていた 区民事務所での手続き

○

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

介護保険料変更通知書（資格喪失に伴う精算通知）をお送りします。
また、保険料の未納または還付に関する書類をお送りする場合があり
ます。亡くなられた方の住所以外に送付を希望される場合は、お問い
合わせください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

介護保険課
資格保険料係
☎03-5307-0654

保険料手続き

65 歳以上のみ 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・電話

MEMO  

広
告
掲
載
事
業
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



19

７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）をお持ちだっ
た場合、死亡日をもって喪失となります。返還してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳） 障害者施策課
障害福祉サービス係
☎ 03-3312-2111（代）

手帳の返還手続き

身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）を交付されていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

手帳を返還してください。 なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の精神障害者保健福祉手帳 荻窪保健センター
☎ 03-3391-0015
高井戸保健センター
☎03-3334-4304
高円寺保健センター
☎03-3311-0116
上井草保健センター
☎03-3394-1212
和泉保健センター
☎03-3313-9331

手帳の返還手続き

精神障害者保健福祉手帳を交付されていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

広
告
掲
載
事
業
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

相
続
に
つ
い
て



19 20

７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

受給者証を返還してください。 なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 自立支援医療受給者証（精神通院） 荻窪保健センター
☎ 03-3391-0015
高井戸保健センター
☎ 03-3334-4304
高円寺保健センター
☎03-3311-0116
上井草保健センター
☎ 03-3394-1212
和泉保健センター
☎ 03-3313-9331

受給者証の返還手続き

自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

MEMO  
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

受給者証・医療証などをご返却ください。 なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 各受給者証・医療証など 荻窪保健センター
☎ 03-3391-0015
高井戸保健センター
☎ 03-3334-4304
高円寺保健センター
☎ 03-3311-0116
上井草保健センター
☎03-3394-1212
和泉保健センター
☎03-3313-9331

受給者証・医療証などの返却手続き

区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

MEMO  

難病・ＢＣ肝炎、人工透析、小児慢性、東京都大気
汚染などの医療費助成制度の交付を受けていた
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

葬祭料を申請することができます。（死因により支給されない場合もあ
ります。）

保健センターに電話でご一報ください。

5年

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□被爆者健康手帳

□各種手当証書

□死亡診断書など（写し）

□住民票の除票（原本）

□葬祭費用の領収書など（写し）

荻窪保健センター
☎03-3391-0015
高井戸保健センター
☎03-3334-4304
高円寺保健センター
☎ 03-3311-0116
上井草保健センター
☎03-3394-1212
和泉保健センター
☎03-3313-9331

葬祭料の申請手続き

被爆者健康手帳の交付を受けていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

MEMO  
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもっ
て受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続き
が必要です。死亡届（兼未支払金請求書）を提出してください。

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、保護者の振込口座のわかるもの 障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

死亡届（兼未支払金請求書）の提出手続き

障害児福祉手当を受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月をもっ
て受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続き
が必要です。死亡届（兼未支払金請求書）を提出してください。

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、配偶者または同居の扶養義務者の振
込口座のわかるもの

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

特別障害者手当を受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送死亡届（兼未支払金請求書）の提出手続き

MEMO  
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７．福祉（障がい）に関する手続き

【亡くなられた方が保護者の場合】

特別児童扶養手当受給者死亡届の提出手続き

【亡くなられた方が児童の場合】

特別児童扶養手当受給者死亡届（または額改定届）の提出手続き

区民事務所での手続き

×

区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の方の場
合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。

未払い分の手当があれば請求の手続きが必要です。未払特別児童扶
養手当請求書を提出してください。

受給資格が継続する場合は受給者変更の手続きが必要です。

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、対象児童の振込口座の通帳写し

□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の振込口座の通帳写
し

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

特別児童扶養手当を受給していた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた児童の方の場合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。

他に特別児童扶養手当の対象児童がいる場合は、額改定の手続きとな
ります。

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

MEMO  
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が手当受給者本人の場合、死亡月をもって受給資格が
喪失となります。

未払い分の手当があれば請求の手続きが必要です。 手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

未払い手当がある場合

□ 代行者名義の振込口座のわかるもの
障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

重度心身障害者手当受給者死亡届の提出
（未払い手当がある場合）

未支払重度心身障害者手当請求書の提出
手続き

東京都重度心身障害者手当を受給していた

区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が代行者の場合、代行者変更の手続きが必要です。

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑 障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

【亡くなられた方が手当受給者（心身障害者）の場合】

申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

×

【亡くなられた方が代行者（受給者に変わり各種手続きを行う方）の場合】

重度心身障害者手当受給者異動届の提出手続き
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

未請求の医療費がある場合、担当係までお問い合わせください。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

手続き

障害者に係る医療費助成（障・身）を受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年金支給請求の手続きが
必要です。

掛金を支払っていた方が
亡くなられた日から3年以内

手続き可能な人

年金を受給する心身障害者
または年金管理者

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の死亡診断書

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 年金を受給する方の住民票

□ 東京都心身障害者扶養共済制度加入証書

□ 年金を受給する方の振込口座のわかるもの

□（年金管理者がいる場合）年金管理者の住民票の写し

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

心身障害者扶養共済制度を利用していた（扶養共済） 申請方法

窓口・郵送

区民事務所での手続き

×

【共済加入者（掛金を支払っていた方）が亡くなられた場合】

死亡・重度障害届出書、年金支給請求書、口座振替依頼書の提出手続き
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

心身障害者が加入者より先に亡くなられた場合、弔慰金請求の手続き
が必要となります。

手続き可能な人

共済加入者

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 掛金を支払っていた方（共済加入者）の住民票

□ 東京都心身障害者扶養共済制度加入証書

□ 掛金を支払っていた方の振込口座のわかるもの

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

申請方法

窓口・郵送

区民事務所での手続き

×

手続き詳細 期　限

年金を受給中の方が亡くなられた場合、死亡 · 重度障害届書の提出が
必要です。

手続き可能な人

年金管理者（年金管理者
が指定されていない場合
は法定相続人）

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 東京都心身障害者扶養共済制度年金証書

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

心身障害者扶養共済制度を利用していた（扶養共済）

【心身障害者（年金の受給を予定していた方）が亡くなられた場合】

弔慰金支給請求書、口座振替依頼書の提出手続き

申請方法

窓口・郵送
区民事務所での手続き

×

【心身障害者（年金を受給中の方）が亡くなられた場合】

死亡 · 重度障害届書の提出手続き
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

年金を受給していた方が亡くなられた場合、弔慰金・葬祭料給付申請
書の提出が必要です。

手続き可能な人

年金受取人（心身障害者
自身が年金受取人であっ
た場合は葬祭執行者）

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 東京都心身障害者扶養年金証書

亡くなられた方（心身障害者）自身が年金受取人であった場合

□ 申請者（葬祭を行った方）の住民票

□ 葬祭を行ったことを証明する書類

□ 葬祭を行った方の振込口座のわかるもの

障害者施策課
障害者手当・医療係
☎ 03-5307-0781

心身障害者扶養年金制度を利用していた（扶養年金） 申請方法

窓口・郵送

区民事務所での手続き

×

手続き詳細 期　限

未使用のタクシー券などはご返却ください。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のタクシー券 障害者施策課
障害者手当・医療係
☎03-5307-0781

未使用のタクシー券の返却手続き

タクシー券を受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

【心身障害者（年金を受給していた方）が亡くなられた場合】

弔慰金・葬祭料給付申請書の提出手続き
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８．高齢者在宅サービス

手続き詳細 期　限

電話でご一報ください。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

高齢者在宅支援課
管理係・高齢者見守り
連携係
☎03-3312-2111（代）

手続き

介護用品支給・寝具洗濯乾燥・緊急通報システム・安心コール・
認知症高齢者探索システムなど、高齢者在宅サービスを利用していた

申請方法

窓口

区民事務所での手続き

×

MEMO  
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９．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなられた場合、未支払いの児童手当及び受給
者の変更につき、手続きが必要となります。

お子様が亡くなられた場合は、手続きは不要です。

ただし、お子様が他自治体にお住まいの場合には、手続きが必要とな
る場合がございますので、担当までご相談ください。

なお、ひとり親家庭になられた方は、ひとり親の手当など（所得制限
があります）が受けられる場合があります。申請が必要なため、詳しく
はお問い合わせください。

原則、受給者が亡くなられ
た日の翌日から数えて、15
日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

必要なもの 問い合わせ先

【受給者が亡くなられた場合】

□ 手続きを行う方の本人確認書類

□ 手続きを行う方の健康保険情報がわかるもの
※日本郵政・公務員共済の場合のみ必要となります。

□ 手続きを行う方の通帳または、キャッシュカード

□ 児童の通帳または、キャッシュカード
※ 18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までの子を対象とした場合

の第１子の通帳または、キャッシュカードをご用意ください。

子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
☎03-5307-0785

受給者変更の手続き手続き

児童手当を受給していた 申請方法

窓口・郵送・オンライン

区民事務所での手続き

○
※�ひとり親の手当など
の手続きは、区民事務
所ではできません。

手続き詳細 期　限

受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給され
ます。未払いの手当てがある場合は、別途手続きが必要ですので、ご
相談ください。

14日以内

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う方の本人確認書類 子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
☎03-5307-0785

受給者の死亡届を提出手続き

児童扶養手当・児童育成手当を受給していた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送・オンライン 広
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９．子どもに関する手続き

MEMO  

手続き詳細 期　限

子ども医療費助成の医療証を交付されていた児童が亡くなられた場合、
その児童の医療証は死亡日をもって失効となりますので、返還または
破棄してください。

なお、手続きは各区民事務所でも受け付けています。

なし

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 児童の子ども医療費助成の医療証

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
☎ 03-5307-0785

医療証の返還手続き

子ども医療費の医療証（マル乳・マル子・マル青）を交付されていた
申請方法

窓口・郵送・オンライン
区民事務所での手続き

○

手続き詳細 期　限

ひとり親家庭等医療費助成の医療証を交付されていた方が亡くなられ
た場合、その医療証は死亡日をもって失効となりますので、返還また
は破棄してください。

なし

手続き可能な人

児童が亡くなられた場合
児童の保護者

保護者が亡くなられた場合
ご家族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のひとり親家庭等医療費助成の医療証

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
☎03-5307-0785

医療証の返還手続き

ひとり親家庭等医療費（マル親）の医療証を交付されていた
申請方法

窓口・郵送・オンライン
区民事務所での手続き

×
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９．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

養育医療券を交付していた乳児が亡くなられた場合、その乳児の医療
券は死亡日をもって失効となりますので、返納または破棄してください。

なし

手続き可能な人

乳児の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 乳児の養育医療券

□ 手続きを行う方の本人確認書類

地域子育て支援課
母子保健係
☎ 03-3312-2111（代）

受給券の返納、返納届提出の手続き手続き

養育医療券を交付されていた 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送

手続き詳細 期　限

保護者が亡くなられた場合は、変更届（世帯員の減）を保育課または
入所中の保育園へ提出してください。お子様が亡くなられた場合は、
認定事由の消滅届兼保育園退園（継続通園）届を保育課へ提出してく
ださい。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

保育課認定・入園係
☎03-5307-0657

手続き

保育園に入園している児童がいる世帯 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送・オンライン

手続き詳細 期　限

保護者が亡くなられた場合は、届出事項変更届を保育課または入園中
の子供園へ提出してください。

給食費の引落し口座を変更する場合は、子供園給食費口座振替（自動
払込）納付書を保育課へ提出してください。

お子様が亡くなられた場合は、杉並区立子供園退園届を保育課へ提出
してください。

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問い合わせ先

保育課子供園・幼稚園係
☎ 03-3312-2111（代）

手続き

区立子供園に入園している児童がいる世帯 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・郵送・オンライン
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９．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

保護者が亡くなられた場合は、届出事項変更届を保育課へ提出してく
ださい。

補助金の振込先を変更する場合は、保護者変更届兼振込先口座変更
届を保育課へ提出してください。

お子様が亡くなられた場合は、退園・転出（転居）届を保育課へ提出
してください。

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問い合わせ先

保育課子供園・幼稚園係
☎ 03-3312-2111（代）

手続き

私立幼稚園に入園している児童がいる世帯

手続き詳細 期　限

就学援助を受けている場合または新たに就学援助を希望する場合で手
続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせください。

手続き可能な人

お問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

□本人確認資料

□児童生徒と同居する保護者の銀行口座がわかるもの

□印鑑

学務課就学奨励担当
☎ 03-5307-0761

就学援助の手続き手続き

国公立小中学校に在籍する児童生徒の保護者 区民事務所での手続き

×

区民事務所での手続き

×

MEMO  

申請方法

窓口・郵送

申請方法

窓口・郵送
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10．その他の手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が区営住宅入居者の場合、名義を引き継ぐ手続きや、
異動の手続きが必要です。手続きの詳細については、住宅課へお問い
合わせください。

どなたが亡くなられたかにより、手続きが異なります。

（１）入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいる場合

　　  名義を引き継ぐ手続き（入居承継申請）※

（２）入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいない場合

　　  住宅を明渡す手続き

（３）入居名義人の方以外が亡くなられた場合

　　  異動の手続き

※入居承継申請については、承継できない場合があります。

　承継できない場合は、明渡しの手続きが必要になります。

都営住宅にお住いの場合は「JKK お客様センター」へお問い合わせく
ださい。

☎ 03-6279-2652

営業時間 / 9 時から 18 時　定休日 / 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

速やかに

手続き可能な人

ご親族

必要なもの 問い合わせ先

お問い合わせください。 住宅課住宅運営係
☎03-3312-2111（代）

入居承継申請の手続き、または住居を明け渡す手続き手続き

区営住宅に住んでいた  区民事務所での手続き

×

MEMO  

申請方法

窓口・郵送
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10．その他の手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が居住していた不動産が空き家となった場合の様々な
問題についてご相談ください。（例：空き家を貸出す方法を知りたい、
空き家の活用方法を知りたいなど。）

なし

手続き可能な人

空き家所有者（相続人含
む）・管理者

必要なもの 問い合わせ先

お問い合わせください。 住宅課空家対策係
☎ 03-3312-2111（代）

MEMO  

空き家に関する相談手続き

空き家の対策
申請方法

窓口
区民事務所での手続き

×

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が居住していた昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された
家屋または一戸建ての住宅を相続し売却する際に、条件を満たせば最
大 3,000 万円まで税金の控除が受けられます。空き家の売却をご検討
されている方はご相談ください。

相続発生日から３年を経
過する日の属する年の12月
31日まで

手続き可能な人

区内にある空き家を相続し
た人

必要なもの 問い合わせ先

お問い合わせください。 住宅課空家対策係
☎ 03-3312-2111（代）

空き家に係る譲渡所得の特別控除手続き
申請方法

窓口
区民事務所での手続き

×
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10．その他の手続き

手続き詳細 期　限

営業施設の廃止もしくは承継などの手続きが必要です。各担当までお
問い合わせください。

なお、食品衛生担当は営業施設の所在地により窓口が異なるのでご注
意ください。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

生活衛生課
食品衛生担当（荻窪班）
環境衛生担当
医薬担当
☎ 03-3391-1991
食品衛生担当（高円寺班）
☎ 03-3311-0110

手続き詳細 期　限

飼い主が亡くなられた場合は、所有者の変更届が必要です。新しい飼
い主が手続きを行ってください。詳しくは、右記にお問い合わせくださ
い。

手続き可能な人

必要なもの 問い合わせ先

生活衛生課管理係
☎ 03-3391-1991

飼い主が亡くなられた場合の手続き手続き

犬（生後 91 日以上）を飼っている 区民事務所での手続き

×

申請方法

窓口・オンライン

MEMO  

営業施設の廃止もしくは承継などのお手続き手続き

飲食店、理美容所、クリーニング業、診療所、薬局などの営業者
申請方法

　
区民事務所での手続き

×
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該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

国民年金・厚生年金を受給
または加入していた

□
必要な手続きをお問い
合わせください。

ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165
　（ナビダイヤル）
杉並年金事務所
☎ 03-3312-1511

共済年金（現在は厚生年金）を
受給または加入していた

□
加入していた共済組合
へ必要な手続きをお問
い合わせください。

加入していた共済組合

社会保険または協会けんぽに
加入していた

□
勤めていた会社などに
お問い合わせください。

勤めていた会社など

運転免許証 □
返納手続き、
通知の停止

最寄りの警察署に
お問い合わせください。
杉並警察署
☎ 03-3314-0110
荻窪警察署
☎ 03-3397-0110
高井戸警察署
☎ 03-3332-0110

自 動 車・ 軽 二 輪（125 ㏄ 超 250cc
以下）、小型二輪（250㏄超）を所
有していた

□
必要な手続きをお問い
合わせください。

東京運輸支局練馬自動車
検査登録事務所
☎ 050-5540-2032

軽自動車、ボートトレーラーなどを
所有していた

□
必要な手続きをお問い
合わせください。

軽自動車検査協会
☎ 050-3816-3101

パスポート □ 返納・失効手続き
東京都
パスポートセンター
☎ 03-5908-0400

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

生命保険など □
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社
または代理店

□

区役所以外で行う手続き
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該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

国税 □
相続税の手続き
所得税（準確定申告、
納税）・消費税申告など

所轄の税務署
杉並税務署
☎ 03-3313-1131
荻窪税務署
☎ 03-3392-1111

不動産登記 □
土地・家屋などの所有者
移転（相続）登記など

東京法務局杉並出張所
☎ 03-3395-0255

杉並区内の土地・
家屋の固定資産税

□
送付先変更、未登記家屋
の名義人変更など

杉並都税事務所
☎ 03-3393-1171

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

インターネット □

名義変更、解約

電気・ガス □

ケーブルテレビ □

NHK 受信料 □
NHK ふれあいセンター
☎ 0120-15-1515

水道（上下水道） □
水道の使用中止・開始・
名義変更、料金支払い
変更など

東京都水道局
お客さまセンター
☎ 0570-091-100

（ナビダイヤル）

シルバーパスを持っていた □
1,000 円のパスを除き、
一部払い戻しを受けられ
る場合があります。

東京バス協会
☎ 03-5308-6950

※手続きに必要な書類の中には、区役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が
必要となる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、区役所にお越し
いただくと手続きが進めやすくなります。

区役所以外で行う手続き

□
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索して
ください。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、

「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合わせすることで、相続財産のほと
んどを知ることができます。また、自宅以外の不
動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を
取得することで、課税対象の不動産のすべてを知
ることができます。

□
遺産分割協議

（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４か月以内

被相続人に 1 月 1 日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が 1 月 1 日から亡くなられた日ま
でに確定した所得金額及び税額を計算して、相続
の開始があったことを知った日の翌日から４か月
以内に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10 か月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000 万円 ＋ 600 万円 × 法定相続人の数

□

MEMO  
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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法定相続情報証明制度
あなたの手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法 定 相 続 情 報
一 覧 図 の 写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）

に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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· 早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
· 法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
·問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
   相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和 6年

4 月1日 から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく変わりました。大きく変わりました。
義務に
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納税者の皆さまへ

利⽤者識別番号を持っていない⼜は分からない⽅は裏⾯の確認⼿順をご覧ください。

をご利⽤いただくために
納税者の皆さまへ

をご利⽤いただくために

●相続税e-Tax
相続税e-Taxは、相続税の申告⼿続を

インターネットを通じて⾏うことができるシステ
ムで、令和元年10⽉から受付を開始してお
ります。
また、インターネットを利⽤して申告や納税

⼿続きをすることができるので、税務署や⾦
融機関に出向く必要がなく、⼤変便利です。

相続税e-Taxの利⽤には、申告する⽅ごとに利⽤者識別番号が必要です。
過去に所得税等の申告でe-Taxを利⽤したことがある場合は、その時に取得した利⽤

者識別番号を使⽤できます。
また、申告書の作成を税理⼠に依頼する場合でも利⽤者識別番号が必要です。

●相続税e-Taxを利⽤するために必要な利⽤者識別番号

約86％
税理⼠関与割合

※ 税理⼠関与割合は令和５事務
年度国税庁実績評価書より

税理⼠情報
検索サイトはこちら

相続税の申告書の約86パー
セントが税理⼠から提出されて
います。

税理⼠を探すには・・・
⽇本税理⼠会連合会ホームページ内の税理⼠情報検索サイトで

税理⼠及び税理⼠法⼈を検索することができます。
税理⼠情報検索サイト【https://www.zeirishikensaku.jp】

国税庁においては、あらゆる税務⼿続が税務署に⾏かずにできる社会を⽬指し、税務
⾏政のDXの推進を掲げており、e-Taxの利⽤拡⼤に取り組んでいます。

○ 「利用者識別番号」の確認方法または新たに「利用者識別

番号」を取得する方は、「相続税e-Tax特設サイト」に掲載して
いるリーフレット「相続税申告はe-Taxをご利用ください」をご
参照ください。

○ 相続税e-Taxで申告する場合、申告する方全員の「利用者
識別番号」が必要となります。

相続税申告でe-Tax
税務署からのお願い

【参考】相続税e-Tax特設サイト
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【予約が必要な相談】
専門家による相続などに関する無料相談窓口を設けています。（相談時間３０分以内）

利用される方は事前に予約が必要です。
・利用できる方……区内在住、相談する土地家屋などが区内にある個人の方。（法人は不可）

・予約開始日………相談希望日の一週間前から電話でご予約ください。

・予約受付時間……午前 8 時 30 分～午後 5 時

・予約専用電話……☎０３−５３０７−０６１７

種　　類 日　　時 相談内容

法律相談（弁護士）
※�同一案件の相談は 1 回限り 

年度内 3 回まで利用可

月～金曜日

・第 3 土曜日

午後 1 ～ 4 時

相続全般に関する法律問題 
（相続人の範囲・遺産分割・相続

放棄など）

損害賠償、離婚、金銭問題など

税務相談（税理士）
　年度内 3 回まで利用可

水・木曜日

午後 1 ～ 4 時

相続税、贈与税、不動産譲渡に

関する税など

登記相談など（司法書士）
　年度内 3 回まで利用可

第 2・第 4 水曜日

午後 1 ～ 4 時

相 続 による不 動 産 登 記、 裁 判 所 
への提出書類、成年後見など

暮らしの手続きと書類の相談 
（行政書士）

　年度内 3 回まで利用可

偶 数 月（２・４・６・８・
10・12月）の第 2 金曜日

午後 1 ～ 4 時

相続・遺言などの書類と手続きに
関すること

【予約が不要な相談】
直接お越しいただくか、お電話ください。（相談時間 30 分程度）

・区政相談課（東棟１階１２番窓口）……☎０３−３３１２−２１１１（代）

種　　類 日　　時 相談内容

区政・一般区民相談 
（区職員）

月～金曜日

午前 8 時 30 分

　　～午後 5 時

相続の流れや進め方など

【問い合わせ先】
区政相談課　☎０３－３３１２－２１１１（代）

杉並区公式ホームページ
区民相談

区民相談のご案内



45 46

ご遺族の方に対する各種相談

遺された人にはいろいろな感情がおこり、苦しみや悲しみだけでなく、こころやからだ、その
他いろいろな影響が出るといわれています。その時々の気持ちや状況を聞かせていただき、寄
り添うことを目的とした相談窓口をご紹介します。

①こころやからだの悩み相談

各保健センター（いずれも午前 8 時 30 分～午後 5 時　平日）

荻窪保健センター	 高井戸保健センター
☎０３－３３９１－００１５	 ☎０３－３３３４－４３０４

高円寺保健センター	 上井草保健センター
☎０３－３３１１－０１１６	 ☎０３－３３９４－１２１２

和泉保健センター
☎０３－３３１３－９３３１

東京都福祉局　都立中部総合精神保健福祉センター
☎０３－３３０２－７７１１（午前 9 時～午後 5 時　平日）

東京都福祉局夜間こころの電話相談
☎０３－５１５５－５０２８（午後 5 時～ 9 時 30 分　年中無休）

②大切な人を自死で亡くされた方へ

ＮＰＯ法人グリーフケア・サポートプラザ自死遺族傾聴電話
☎０３－３７９６－５４５３（午前 11 時～午後 5 時　毎週火・木・土曜日）

ＮＰＯ法人全国自死遺族総合支援センター自死遺族相談ダイヤル
☎０３－３２６１－４３５０（午後 0 時～ 6 時　毎週木・日曜日）

③どこに相談したらいいのかわからない方へ

一般社団法人社会的包摂サポートセンター　よりそいホットライン
☎０１２０－２７９－３３８（24 時間　年中無休）

④お子様を亡くされた方のための電話相談

東京都福祉局電話相談
☎０３－５３２０－４３８８（午前 10 時～午後 4 時　毎週金曜日）
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杉並区役所　フロア案内図

※課名が太字になっているのは、「主な手続きの一覧」に記載のある課です。

西棟 中棟 東棟

10 階 保健福祉部管理課

9 階 会計課

8 階
選 挙 管 理 委員会 事 務
局、監査委員事務局

7 階

区民生活部管理課、地
域課、文化・交流課、
環境課、ごみ減量対策
課

情報管理課、高齢者施策課、区民生活部
管理課

6 階 防災課 第４会議室
教育委員会庶務課、教育人事・指導課、
生涯学習推進課、スポーツ振興課、学校
支援課、学務課（就学援助）

5 階
住宅課（区営・都営住
宅）、都市整備部管理
課、みどり公園課

議会傍聴席、第３委員
会室、第４委員会室

人事課、経理課、営繕課、広報課、危機
管理対策課

4 階
土木管理課、土木計画
課、狭あい道路整備課

議場、第１委員会室、
第２委員会室

企画課、施設マネジメント担当、事業調
整担当、財政課、総務課、秘書課

3 階

市街地整備課、拠点整
備担当、鉄道立体担当、
耐震・不燃化担当、沿
道 の まち デ ザ イン 担
当、建築課

区議会事務局、議長室、
副議長室、議員控室

介護保険課（介護保険）、保育課、地域
子育て支援課（養育医療券）、子ども家
庭部管理課（子ども医療証、児童手当）、
子ども政策担当

2 階
高齢者在宅支援課（高
齢 者 在 宅 サ ー ビス）、
情報管理課

納税課（区民税）、障
害者施設支援課、国保
年 金 課（ 国 民 年 金 ）、
区民ギャラリー

課税課（区民税、軽自動車税）、国保年
金課（国民健康保険、後期高齢者医療制
度）

1 階
喫茶コーナー、夜間・
休日受付

庁舎総合案内、コミュ
かるショップ、みずほ
銀行（公金取扱のみ）

区民課（住民票、戸籍証明書、世帯主変
更届、おくやみコーナー）、高齢者施策課、
障害者施策課（受給者証、医療証など）、
区政相談課（相続に関する相談）

地下 1 階
夜間・休日受付、時間
外出入口

地下 2 階 地下駐車場 地下駐車場

杉並区役所
住　　所：〒 166-8570  杉並区阿佐谷南１－１５－１
電　　話：０３－３３１２－２１１１（代表）
最寄り駅：東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」徒歩１分　JR 中央線「阿佐ヶ谷駅」徒歩７分
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施設案内

区民事務所
利用時間	 月曜日から金曜日：午前 8 時 30 分から午後 5 時（水曜日は午後 7 時まで）
	 第 2・第 4 土曜日：�午前 9 時から午後 5 時 

（注）第 2・第 4 土曜日が祝日と重なった場合は、お休みとなります。

保健センター
※お住いの地域により管轄が異なります。区ＨＰなどでご確認ください。

井草区民事務所 〒 167-0022
杉並区下井草４－３０－２

☎０３－３３９４－０４６１

西荻区民事務所 〒 167-0053
杉並区西荻南３－５－２３

☎０３－５３４４－３０３０

高円寺区民事務所
〒 166-0011
杉並区梅里１－２２－３２
セシオン杉並１階

☎０３－３３１７－６５６０

高井戸区民事務所
〒 168-0071
杉並区高井戸西２－１－２６
京王リトナード高井戸２階

☎０３－３３３３－５３９５

永福和泉区民事務所
〒 168-0063
杉並区和泉３－８－１８
永福和泉地域区民センター３階

☎０３－５３００－９３１０

荻窪区民事務所
〒 167-0043
杉並区上荻１－２－１
Daiwa 荻窪タワー 2 階

☎０３－３３９２－８８４６

荻窪保健センター
（杉並保健所内）

〒 167-0051
杉並区荻窪５－２０－１

☎０３－３３９１－００１５

高井戸保健センター 〒 168-0072
杉並区高井戸東３－２０－３

☎０３－３３３４－４３０４

高円寺保健センター 〒 166-0003
杉並区高円寺南３－２４－１５

☎０３－３３１１－０１１６

上井草保健センター 〒 167-0023
杉並区上井草３－８－１９

☎０３－３３９４－１２１２

和泉保健センター 〒 168-0063
杉並区和泉４－５０－６

☎０３－３３１３－９３３１
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